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民 法 Chapter ７

 

 無効及び取消しに関する次のア〜オの記述のうち、⺠法の規定に照ら
し、妥当なものの組合せはどれか。 

ア 未成年者であるＡが親権者ＢＣの同意を得ずにＤから⾦銭を借り
⼊れた場合、Ａは、ＢＣの同意を得なければ当該⾦銭消費貸借契約
を取り消すことはできない。 

イ 未成年者であるＡが親権者ＢＣの同意を得ずにＤから⾦銭を借り
⼊れたが、後に当該⾦銭消費貸借契約が取り消された場合、ＡはＤ
に対し、受領した⾦銭につき現存利益のみを返還すれば⾜りる。 

ウ ＡがＢに騙されてＢから⾦銭を借り⼊れ、ＣがＡの保証⼈となっ
た場合、ＣはＢの詐欺を理由としてＡＢ間の⾦銭消費貸借契約を取
り消すことができる。 

エ ＡがＢに騙されてＢから絵画を購⼊し、これをＣに転売した場合、
その後になってＡがＢの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第
三者に譲渡してしまった以上、もはやＡはＢとの売買契約を取り消
すことはできない。 

オ ＡはＢと養⼦縁組をしたが、⼈違いによってＡＢ間に縁組をする
意思がない場合、当該養⼦縁組は無効である。 

１ ア・ウ 
２ ア・エ 
３ イ・エ 
４ イ・オ 
５ ウ・オ 

  



行政書士試験科 

本試験レベルの問題にチャレンジ！   
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正解 

5４ ［無効と取消し］無効及び取消し 

 

ア 妥当でない 

 ⺠法５条１項本⽂は、「未成年者が法律⾏為をするには、その法定代
理⼈の同意を得なければならない。」と規定し、同条２項は、「前項の規
定に反する法律⾏為は、取り消すことができる。」と規定している。そ
して、同法120条１項は、「⾏為能⼒の制限によって取り消すことができ
る⾏為は、制限⾏為能⼒者……⼜はその代理⼈、承継⼈若しくは同意を
することができる者に限り、取り消すことができる。」と規定している
から、Ａは、ＢＣの同意を得なくても当該⾦銭消費貸借契約を取り消す
ことができる。 

イ 妥当である 

 ⺠法121条は、「取り消された⾏為は、初めから無効であったものとみ
なす。」と規定し、同法121条の２第１項は、「無効な⾏為に基づく債務
の履⾏として給付を受けた者は、相⼿⽅を原状に復させる義務を負う。」
と規定し、同条第３項は、「第１項の規定にかかわらず、⾏為の時に意
思能⼒を有しなかった者は、その⾏為によって現に利益を受けている限
度において、返還の義務を負う。⾏為の時に制限⾏為能⼒者であった者
についても、同様とする。」と規定している。 

ウ 妥当でない 

 ⺠法120条２項は、「錯誤、詐欺⼜は強迫によって取り消すことができ
る⾏為は、瑕疵ある意思表⽰をした者⼜はその代理⼈若しくは承継⼈に
限り、取り消すことができる。」と規定しているところ、Ｃは、Ｂの詐
欺による意思表⽰に基づくＡの債務を保証した者にすぎないから、ＡＢ
間の⾦銭消費貸借契約を取り消すことはできない。 
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エ 妥当でない 

 ⺠法125条柱書本⽂は、「追認をすることができる時以後に、取り消す
ことができる⾏為について次に掲げる事実があったときは、追認をした
ものとみなす。」と規定し、同項５号は、「取り消すことができる⾏為に
よって取得した権利の全部⼜は⼀部の譲渡」を掲げている。もっとも、
同法124条１項は、「取り消すことができる⾏為の追認は、取消しの原因
となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にし
なければ、その効⼒を⽣じない。」と規定しており、詐欺の場合は、詐
欺が終わって表意者が詐欺に気がついた後でなければ取消しの原因とな
っていた状況が消滅した後（同法124条１項）とはいえない。Ａは詐欺
による売買によって購⼊した絵画を第三者に転売により譲渡しているも
のの、それは詐欺に気がつく前のことであるから、本記述において法定
追認は成⽴しない。 

オ 妥当である 

 ⺠法802条柱書は、「縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。」
と規定し、同条１号は、「⼈違いその他の事由によって当事者間に縁組
をする意思がないとき。」を掲げている。 

 以上により、妥当なものの組合せは肢４であり、正解は４となる。 


